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は じめ に

さまざまな学校病理の深刻化が言われているが,そ れに対 して,《教育課程》 の改善 ・創造と

いう観点での対応 は今後ますます重要になってくる(D。 目的 ・内容 ・方法 ・評価という構成要素

と過程がある教育課程を,そ れにふさわしく改善する努力を積み重ねないで,カ ゥンセ リングの

みに解決をゆだねたり,教 育課程を構成することそのものを放棄 したり,さ らには学校の存在意

義そのものを否定 したりすることは早計だと言わざるをえない。

しか し教育課程論自体なかなか理論化がすすまず,そ れが教育課程の編成を自覚的に行 うこと

を妨げている。その原因として,既 存の教育課程をすでにできあがったものとみなして しまって

いる固定観念がある。教育課程は生成の過程にあり,そ の編成はまだ自覚的ではなく,む しろこ

れから本格的に生成 してくるものであるととらえる必要がある。教育課程の構造を探究するひと

っの方法 として,既 存の 「教育課程」を,さ まざまな変化をうけている動的なものととらえ,ち ょ

うど鉄道技師が車輪をハ ンマーでたたき,音 で反応を見るように,教 育課程に対する条件変化と

その反応現象をみる方法がある。また,あ る科学が体系化されるとき,と くにそれが未熟な段階

のときは,哲 学や他の個別科学のカテゴリーを参考に,そ の学問独自のカテゴリーをっ くらなけ

ればならない。はじめはアナロジカルなものであっても,そ れにとどまることなく,論 理的な分

析を加え,そ して実際のデータとっきあわせっっ,実 験や実践をおこなって,現 実性のあるカテ

ゴリーをっ くる必要がある。

この小論では,湾 岸戦争が教育課程に与えた 《ショック》を分析 して,《国民的経験》 が 《教

育課程化》する/さ れない過程を観察することで教育課程化の構造を分析すること,そ して,カ

リキュラム ・教育課程(2)を考えていくカテゴリーを提案 し,教 育課程の構造と編成原理を考察す

ることが課題である。 これはデューイ(JohnDewey1859-1952)の 教育哲学体系を現代の 日本

に適用するための予備作業で もある(3)。
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1湾 岸 戦 争 と 《国 民 的 経 験 》

1教 育 課 程 に対 す る湾岸 戦 争 シ ョ ッ ク と 《国 民 的 経 験 》

1991年1月17日 バ グ ダ ッ ト時 間 午 前2時,日 本 時 間午 前8時,ア メ リカ軍 を 主 体 と す る 多 国 籍

軍 は,イ ラ クお よ び ク ウ ェー トに 展 開 す る イ ラ ク軍 に対 す る軍 事 力行 使 に踏 み切 った。 これ はテ

レ ビで 全 世 界 に リア ル タ イム で 中継 され,日 本 に も衝 撃 が走 った(の。

子 ど もた ち は,こ の戦 闘 は い っ終 わ るか,ア メ リカ とイ ラ クは どち らが悪 いか,石 油 へ の影 響

は ど うか,な ど家庭 ・学 校 で大 人 に疑 問 を ぶ っ け たC5)。授 業 で何 度 も と りあ げ られ,普 段 は質 問

を しな い生 徒 が質 問 す る こと もみ られ た(6)。子 ど もた ち は 《切 実 な疑 問 》 を もち,そ の 答 え を求

め て,《 他 者 と のか か わ り》 を っ く って い った。 多 くの教 師 が そ れ に応 え る こ と な く して,授 業

が始 め られ な い ほ ど の,子 ど もた ちの うず ま く疑 問 や 不 安 に直 面 させ られ る と い う事 態 が お こ っ

た(7)。 た ん に休 み 時 間 や朝 の学 級 活 動 で の話,あ る い は授 業 の導 入 で の話 とい った程 度 を こえて,

この問 題 に焦 点 を あ て た授 業 や と り くみ が 行 わ れ た(8)。 これ を 子 ど もの 意 見 表 明 へ と育 て る ほか

な い方 向 で の,従 来 の学 校 教 育 と は異 な っ た新 しい ス タ イル の 授 業,教 室 を無 意 識 の うち に探 り

始 めた教 師 もいだ9)。

「湾岸 戦 争 の も とで の学 校 の動 揺 を,た だ一 時 の混 乱 と して葬 り去 って しま うこ とに対 して… …

二 十 一世 紀 に向 けて 日本 の学 校 を 改善 しよ う と した」('°)とい う方 向性 は徹 底 さ れ な け れ ば な らな

い。 学 校 で は普通,何 とか子 ど もの興 味 を か きた て て,主 体 的 に 「と り くませ る」 た め に さ ま ざ

ま な工 夫 が 行 われ て い るが,こ れ こ そ 「今 日 の学 校 の 悲 劇 的 な弱 点 」Gt)で あ る とデ ューイ は言 う。

そ の よ うに 引 き出 した り喚 起 した りす る の で は な く,「 生命 の あ る と ころ に は,す で に意 欲 的 で

強 く動 か さ れ た活 動 が存 在 して い る。 成 長 は それ らの活 動 に対 して な さ れ た なに ものか で はな く,

活動 が な す もの で あ る。」(12)とい うデ ュー イ の 《成 長 》 の観 点 に た って,「 教 授 と学 習 の方 法 の 粘

り強 い改 善 へ の唯 一 の ま っす ぐな道 は,思 考 を必 要 と し,促 進 し,テ ス トす る状 況(conditions)

を 中心 に置 く こ とに あ る」(13)とい う改 善 方 向 を考 慮 して み れ ば,湾 岸 戦 争 開 戦 に よ って生 じて し

ま った出 来 事 は,ま さ し くそ の よ うな 《状 況(situation)》 だ った とい え る。 そ こで起 こ っ た こ

と の説 明 は ま だ十 分 に行 え な い か も しれ な いが,そ こ に は生 き生 き と した な に もの か が あ る。 こ

の よ うに 実 際 起 こ って しま って いて,「 通 常 」 の教 育 課 程 を中 断 ・停 止 ・変 容 さ せ る 《事 件 ・出

来 事(events)》 を分 析 す る こ と は,教 育 課 程 研 究 の重 要 な課 題 で あ る。

この よ う な 出来事 の こ とを 《国民 的経 験(peoples'experience)》 と い うカ テ ゴ リー を っ く っ

て 分 析 して い くこ と にす る。 トピ ッ ク と して は,湾 岸 戦 争 だ け で な く,阪 神 大 震 災,地 下 鉄 サ リ

ン事 件,o-i57食 中毒 事 件 な ど さま ざ ま な事 件 が,《 学 校 》 に,《 波 》 の よ うに,何 度 も何 度
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も,さ ま ざ まな 高 さで ・ 日々 お しよせ て い る・ 教 育課 程,そ して よ り広 く カ リキ ュ ラム と い う こ

とを考 えて み て も,一 人 一 人 の子 ど もに寄 せ て は返 して い る。 そ して 《困惑 した状 況》 が 生成 し,

《問 い》 が 生 まれ て い る。 国 民 的 な 《問 題 解 決 状 況》 が生 成 し,教 育 の機 会 が 生 成 して い る('4)。

2《 国 民 的 経 験 》 の 通 俗 的 規 定 との 区 別

《経 験 》 に,《 国 民 的 》 と い う形 容 詞 をっ け た だ けで そ の 規 定 は さ ま ざ まな示 唆(suggestion)

を含意 して しま う。 も っ と も重 要 な こ とは,デ ュー イ の教 育 哲 学 で い われ て い た 《経験 》 とい う

一 般 的 な概 念 に,現 代 日本 と い う特 定 の限 定 さ れ た場 所 と時 間 に基 づ く具 体 的 な内 容 を も りこむ

ことが で き る こ とで あ る。 逆 に,現 実 を,哲 学 の カ テ ゴ リー を道 具 と して 分析,把 握 し,哲 学 を

再 構成 す る こと に もな る。 そ して それ は現 実 の再 構 成 へ す す む。

この際 誤 解 の な い よ うに,た ん に 「国 民 的 」 と い う語 か ら くる通 俗 的 規 定 と い くっ か 区 別 を し

て,そ れ との 対 比 で 《国 民 的 経験 》 の 規 定 を して み た い。

① 「国 民 的 」 とい う こ とに対 して,今 日 で は視 野 が 一 国 的 で狭 くな る ので,「 世 界市 民 的 」 な

い し 「ア ジ ア的」 と い った方 が よ い と い う意 見 が あ るか も しれ な い。

経 験 の 《ま と ま り(unity)》 と い う観 点 か ら見 る と,デ ュ ー イ に よれ ば,第 一 次 的経 験 は,反

省 と コ ミュニ ケ ー シ ョンに よ って,全 体 性 と諸 連 関,本 性 と諸 条 件 を もつ 第 二 次 的 経 験 に構 成 さ

れ る(is)。教 育 課 程 は,こ の構 成 過 程 の社 会 的 な媒 介 過 程 の ひ とっ で あ る。 湾 岸 戦 争 もそ うだ が,

沖 縄 の基 地 の問 題,阪 神 大 震 災 な ど 《一 連 》 の事 件 は,国 民 レベ ルで の問 題 解 決 を 日程 に の せ て

い る⑯。 第 一 次 的 経 験 と して の 《国 民 的 経 験 》 は,教 育 課 程 と い う,意 図 的 な 計 画 性 の あ る い と

なみ の,内 容 と して は母 体,手 順 と して は先 行 す る材 料 とな る。 教 育 課 程 に関 して も,例 え ば学

習 指導 要 領 が 日常 的 に点 検 ・評 価 され て い な い よ うな現 状 で あ り,ま だ ナ シ ョナル な レベ ルで の

再構 成 過 程 を持 って い な い。 ゆえ に 《国 民 的 》 と い う と ころ に焦点 を 当 て る こ とが,現 代 日本 に

お いて もっ と も意 味 あ る こ とで あ る と いえ る。 いわ ば小 文 字 の 《国 民 的 経験 》"pe"を,大 文 字

の 《国 民 的経 験》"PE"に 再 構 成 して い く ことが っ い に今 日的 課 題 に な って きた と いえ る。 単 な

る時 事 問 題 や ト ピ ックニ ュー スの 合 成 で はな く,諸 連 関 が発 見 さ れ,問 題 を総 体 と して と らえ て

いか ざ るを え な くな って きて い る現 在,《 国 民 的 》 と い う ま と ま りが 要 請 され て きて い る。

もち ろ ん,内 延 的 に も,「 地 方 的」,「地 域 的 」 と い った こ と も含 め て,さ らに は 「個 人 的 」 と

い う こ と も含 め て,《 経 験》 に は単位 と階 層性 が あ る。 《国 民 的 》 と い うこ と に焦 点 を 当 て る こと

は それ らを無 視 した り軽 く扱 った りす る こ とを意 味 して い る ので な く,今 日,《 国 民 的 》 と い う

と ころ に焦 点 を当 て て こ そ,そ れ ぞ れ の価 値 を正 当 に評価 し,世 界 図 絵 を描 くこ とが で き る。

② 《国 民 的経 験 》 を大 人 の経 験 に狭 く と らえ る こと もあ りが ちで あ る。 しか し,あ る 出 来 事

は,さ ま ざ ま な形 で,ど の 構 成 員(国 民)に も影 響 して い る と と らえ る こ とが必 要 で あ る。 論理
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的には,差 異(区 別)は 大切だが,普 遍性(共 通性)と の連関を持った差異(区 別)で あるかど

うかが問題である。子どもの教育を主権者になる教育とだけとらえることは,あ る出来事か らの

生 き生 きとした影響を遮断することになりかねない。「子どもの権利条約(1989年)」 の到達 した

精神で,子 どもを,参 政権はないものの,す でに主権者であるととらえる。

③ 《国民的経験》を政治的なものなどに限定することもありがちである。 だが政治的な もの

に限定 し,そ の解決を例えば官僚など一部の人間集団にゆだねて しまう方向は,か えって国民的

な広さを制限 し,教 育に単純な対立をもちこむことになりかねない。文化的なものをふくめ,む

しろ問題を広 く位置づけることが望まれる⑰。

以上の 「国民的」 という形容詞に由来する 「通俗的規定」への批判は,《国民》の分割性 に対

する批判であり,そ の基礎には 《経験》の分立性に対する批判がある(ie)。

3《 国民的経験》の教育課程化の過程

《国民的経験》は直ちに教育内容,そ して教育課程となるのではない。

しか し,こ れを離れて教育課程があるのではない。《国民的経験》を常に想定 し,隠 蔽 して し

まわないように,カ リキュラム ・教育課程を考える際に,教 育課程の 《有前経験性》(19>というカ

テゴリーを提案 したい。教育課程は,そ の生成の 《前》に 《経験》を 《有(も)つ》ということである。

このカテゴリーによって,《国民的経験》と教育課程の生成関係 と並存関係が問題になりやす く

なるが,分 析の方法 として,《抽象化e捨 象化》された既成の教育課程を分析 しても,そ の隠 さ

れ切 り捨て られた母体はみえてこない⑳。湾岸戦争という 《断片(か けら)》を 《国民的経験》

の仮象的代表物として,こ ちらか ら出発する方法が有効である。 しか しこれは方略であって,何

も実際に,湾 岸戦争に関する単元をっ くろうとか,教 材化 しようとかいうのではない。そうして

しまうと湾岸戦争が 《国民的経験》のなかにもっている連関を切断 して しまうことになる(21)。そ

うではなくて,教 材化 しようとするところにどのような教育課程化の構造が見えるかを観察 しよ

うということなのである。

湾岸戦争を教材化 しようとして,ま ず湾岸戦争にっいて調べ,情 報を収集するのは常識的な第

一歩である。 しか し,湾 岸戦争の経過,歴 史的背景,石 油のもっ経済的意味,新 聞などマスコミ

の報道内容 とそのあり方,国 際連合の組織と歴史,日 本の対応の経過など,情 報 は膨大になり,

これを体系立てることは短時間では無理であるし,ま たこの問題に対 して,何 らかの立場をはっ

きりさせた見解をまとめるのも不確定要素が大きく,難 しい。なによりも教える相手である子ど

もの 《まなざし》が意識され,彼 らへの伝達可能性が考慮 されると,そ の困難性 は増大す る。湾

岸戦争に対する関心が衝動的であるほど,前 提 となる多 くの基礎的といわれる知識から単純に迂

回 してくる学習は子どもをたいくっさせて しまう。
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そ こで情 報 を整 理 す る枠 組,断 片 的 な情 報 の 総 体 を 統 合 す る軸,単 純 化 され,厳 密 には ま ちが っ

て い るが そ の後 の研 究 ・学 習 で 展 開 可 能 な 《萌 芽 的 基 礎 》 が 要 請 され る(22)。

414歳 を と り あ げ る意 義

教 育 課程 を論 ず る と き,「 発 達 段 階 を 考 慮 して 」 と い う こ と はた いて いの テ キ ス トに書 い て あ

る常識 的 な こ とだ が,い ざ そ の具 体 的 内容 と,あ る教 材 が発 達 段 階 を考 慮 した が ゆえ に持 った特

定 の構 造 は何 か,を 考 え る と,ほ とん ど空 白 とい って よ い領 域 で あ る こと に驚 く。

こ こで は,具 体 的 に14歳,中 学2～3年 生 を設 定 して 考 察 す る。 以 下14歳 ご ろの 子 ど も ・青年

を14歳 と表 現 す る。 機 械 的 に14歳 の誕 生 日 に な れ ば云 々 と い うこ とで は な い。

14歳 は,ピ ァ ジェ(JeanPiaget1896一 正980)に よれ ば,「 同一 性1,逆 換 性N,相 反 性R,

相 関性Cの4つ の型 の変 換 を 示 す 群 の 構 造 」,す な わ ち 「逆 換 と相 反 性 とを 同 じ シ ス テ ム に結 合

す る新 しい構 造 が,12歳 か ら,つ く られ,14,5歳 ご ろ の青 年 期 に,均 衡 の層 に達 す る」(23)と見

られ る時 期,ま た 「2つ の基 準 系 を 同 時 に推 理 す る可 能 性 」(24)が発 生 す る時期 と見 られ て い る。

「可逆 操 作 の高 次 化 に お け る階 層 一 段 階 理 論 」 に よ れ ば,変 換 可 逆 操 作 の階 層 で 第2の 発 達 段 階

か ら第3の 発 達 段 階 へ移 行 す る と ころ で,「 生 後 第4の 新 しい発 達 の 原 動 力」 が 発 生 す る 時 で あ

る㈲。

14歳 を と りあ げ た意 味 と して,ま ず,《 国 民 的 経 験》 の受 け とめ 方 の 質 が 成 人 の もの と近 い と

い う こ とが あ げ られ る。 成 人 の場 合,当 面 す る課 題 は ま さ し く課 題 と して 解 決 しな くて は い けな

い。 もち ろん 子 ど もの場 合 も子 ど もな りに解 決 に参 加 す るの だが,14歳 の 場 合,当 面 す る課 題 を

当面 す る もの と して 受 け とめ,か っ そ れ を 次 の 時 代 の 課 題 と して と らえ る とい う こ とが特 質 で あ

り,そ の よ うに と らえ る構 造 に興 味 を もっ と い え る(as)。当 面 性 と準 備 性 を二 重 に もち,し か もそ

の準 備 性 は,次 の 時 代 の 新 しい質 を も って,当 面 性 に転化 す る こ とが 実 際 的計 画 と して予 定 され

る性 格 を もっ 。 湾 岸 戦 争 で いえ ば,14歳 の と らえ 方 に は,次 の 時 代 が 予 感 され て い る(27)。14歳 が

深 く関心 を もっ 問 題 は,そ の 時点 で解 決 の方 向 が ま だ論 争 的 で,問 題 が 問題 と して あ る,す な わ

ち社 会 的 に も答 え の まだ 出 て い な い 問題 で あ る。 《国 民 的 経 験 》 を 分 析 す る上 で,14歳 を み る こ

とは,こ の二 重 性 を分 析 しや す い もの に す る。

湾岸 戦 争 を教 材 化 しよ うと した と き の枠 組 と して,そ の よ うな14歳 の関 心 を引 く構 造 が 参 考 に

な ると い う ことが 意 味 あ る もの と して発 見 さ れ た。 問 題 の 客 観 的 構 造 を明 らか にす るた め に こ そ

主観 的 な構 造 を 自覚 的 に活 用 す る と い う入 れ 替 わ り的 な探 究 方 法 を と る(28)。

5湾 岸 戦 争 をみ る枠 組

14歳 の 発 達 的 特 徴 を 考慮 す る と,湾 岸 戦争 に関 して の枠 組 は,内 容 的 には,人 類 が 直面 して い
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てさまざまな問題の焦点となっている非常 に論争的な問題であること,形 式的には,2っ の基準

系があり,そ れが何かを保存 しようというときに 《矛盾》 し,何 らかの第3の 次元を開かざるを

えない構造をもっていることが条件である。そしてそれは,14歳 の問題関心をかきたててしまっ

ている,す なわち可能態ではあるが部分的にはすでに現実化 している現象のなかにある。それは,

外部から押 し付けられる構造ではなくて,す でに現象 しっっあるものが 《発見》される性質のも

のである。 このような条件をもつ構造は,湾 岸戦争の 《ショック》をうけたぬきさしならない状

況を分析すると以下のようにとりだされる。

まず保存 される価値として,主 として戦争の悲惨さを基礎とする戦争反対,反 戦の価値がある。

そして,そ れを動揺 させる2基 準として,1っ の主張は,イ ラクのクウェー ト侵略は違法なので

やめろ,と いう主張,も うひとっは,多 国籍軍とくにアメリカは介入をやめうという主張である。

これは,イ ラクの侵略戦争をとめようとすれば,ア メリカの武力行使を容認することになって,

反戦ではなくなり,ま たアメリカの武力介入を否定すれば,イ ラクの侵略戦争をとあらないとい

う矛盾におちいり,は じめの価値を保存 しようとすればするほどその矛盾は深刻なものとなる。

子どもたちは,そ の矛盾に対 して,そ れと無関係に,は じめの価値すなわち反戦平和をいっそ

う声高にくりかえ して主張するか,あ るいは別の,例 えば環境問題に照 らして迂回的にはじあの

価値を主張する。あきらめたり考えることを回避 したりもする。はじめの価値の保存ができずに,

矛盾の一面,す なわちアメリカかイラクのどちらかに極端に肩入れする主張 も出てくる(29)。当時

のマスコミなどの言論もだいたい同じであり,大 人,親 や教師 も同様で合意はなかった。

はじめの価値の保存をしっっ第3の 次元を開かなければならないが,こ れは内容的には,「 歴

史的制約はあるものの,あ くまで武力を行使せずにイラクの侵略をやめさせる」という非戦の考

え しか構造的にありえない。2基 準が矛盾する局面の上に新たな基準が生成 し,二 重の2基 準系

が生 じる。14歳 は発達構造的にこれを要求する。

例えば,佐 藤博の中学3年 生での社会科の授業では,「やはり武力以外の方法 はなか ったのか

と思 う。大人は,暴 力ではなく話 し合いで解決 しろと言うのに,子 どもに対 して示 しがつかない

と思 う。……日本は昔戦争があって,こ れではいけないといって平和になった。……」というさ

なえ(仮 名)の 発言が 「みんなの注目を集め,討 論の流れを変えるほど」だったという(3°)。

非戦 ・平和の方向性,す なわち 《戦争の違法化》は,第 一次世界大戦以降あり(31),国際連合が

勢力均衡論を否定 し,集 団安全保障論にたったことはその方向での前進であり,国 際連合憲章の

とくに第2条4項,第39条 などはその成文化である。 日本国憲法はさらに戦力不保持の明示によっ

てそれを徹底 した。そして湾岸戦争の場合は,「武力行使容認決議」(決議678)の 憲章上の根拠,

すなわち国連憲章第42条 との関係が焦点の問題であり,そ れは実は戦後はじめて,す なわち人類

史上はじめて,本 格的に問題になったものだった(32)。

::



14歳の発達的構造からも,戦 争をめぐる人類的課題の現段階からも,こ の方向が,湾 岸戦争を

14歳の子どもと考えるときの主軸になることがいえる。経済制裁や話 し合いでの解決の追求が不

十分であったこと・それにもかかわらず最後までその努力はなされていたことなどが優先的に必

要な情報 となろう(33)・それが教育課程の 《萌芽的基礎》となり衝動的関心に直接こたえなが ら問

題解決過程を一貫 して方向づける力になる。

今後の研究に対する仮説は次のようにまとめられる。「第2段 階(2次 変換可逆操作)で は,

戦争を否定することと,そ れを武力を使っておこなわざるをえないのか,と いう対立が,発 達の

原動力の発生によって矛盾 となっていく。 これは,第1段 階(1次 変換可逆操作)で の価値の保

存の獲得のしかたに規定 され,回 り道,逃 げ道などをつ くりながら,知 識の拡大をともない,ま

た集団的な交流によって,個 性的に展開する。そして,武 力を行使せず,平 和を建設す るという

具体的現実的手段の発見あるいはその教授さらには試行錯誤を含 む実際の参加的行動によって

(《平和建設教育》(鈎)),第3段 階(3次 変換可逆操作)に ふさわしい力を発揮することへ開かれ

ていく。とくに 《国民的経験》という場合,こ の14歳での課題は,大 人の課題と当面性 を共有 し

っっ,っ つ く次世代の準備性をもちなが ら関係する。」(35)

皿 《国民 的経験 》 の教育 課程 化

1湾 岸戦争分析過程の教育課程への示唆

先に断ったように,湾 岸戦争の単元をっ くるのではなく,そ うしようとしたときに 《国民的経

験》が教育課程化するメカニズムを考えようとしたのだった。

ピアジェは 「人びとが教育を受ける権利にっいてのこの宣言[世 界人権宣言第26条]を,単 な

ることばだけの ものに終わ らせた くないと思うのならば,人 間精神の発達の法則にっいて もって

いるあらゆる心理学的 ・社会学的知識を動員 し,こ れらの知識が与えるいろいろなデータによく

適合 した教育方法 ・教育技術を開発することが必要です」⑯ と述べているが,こ の方向を徹底さ

せることに上述の作業は位置づけられる。

内容的に 「教えるべき」 ことを,「教育課程」に,し かも 「教科」などに分解 された枠へ押 し

込んだらすぐあふれてしまう。そこには編成するという意識はない。ある年齢での発達構造に着

目することで,そ の構造がその子どもの人格全体にあると見,そ の要求する構造を持ったものを

教育内容として探す,な いしその構造に教育内容を再構成す る,さ らにはその構造 にあわせて

《国民的経験》をそして社会を再構成するという方法に立ち返るべきである(37)。

《国民的経験》が教育課程に押 し寄せて くる波の力を発電機でエネルギーに変え,そ れが大き

な国民的目標とそれに連動 した学校 目標を リアリティあるものにする。差 し迫 った課題の解決に

..



ほんとうに必要になる,そ れゆえ逆に時間のかかる準備としての迂回的 ・間接的な教育内容への

リアリティの供給が可能になる。 これは独自の経験 としての 《学校》の自力発電を可能にする。

教育課程が 《国民的経験化》する。

2《 国民的経験》の本源的回復=創 造

現在の日本で,第 二次世界大戦以降継続 している最大の 《国民的経験》は,日 本国憲法にしあ

された諸課題であろう。権利とは,人 間本性と社会状況に照 らして,な ん らかの問題状況を指示

し,そ の探究を要請 しているともいえる。 これは,湾 岸戦争の 《ショック》の 《一連化》によっ

て 《戦争の違法化》へたどりっいたことか ら示唆される,そ れが 《面》としての日本国憲法の部

分を構成 していると考え られる。

戦後,1950年 代はじめごろにそれらの国民的課題を教育 目標 として包括的に提示 しその系統性

を考えはじめたものが,教 育学的遺産 としていくっも残 っている。例えば,今 井誉次郎 ら 「社会

科西多摩案」(1948年2月)や 山口県教職員組合 「平和教育の具体的計画」(1952年3月)(鋤 など

である。 これらは,《全面発達》を理論的背景にしながら,《平和 と生産》というスローガンで代

表できる。 この段階では,い ろいろ未熟な点や弱点 もあるが,《 国民的経験》 との連関が明 らか

に意識されている点は極あて重要である。

その後 これらの流れは消えて しまったようにみえる㈹。

《国民的経験》か らの教育課程の 《抽象化》㈹は,近 代的には,《工場法的分離》が起点 であ

る。これによって生産か ら子どもを切り離 し,そ の空隙に,近 代的学校 は建造 されていく。 これ

は産業構造を激 しく変化させることによって,資 本主義化をすすめ,子 どもを農業から切り離し,

上から近代的工業に接合する性質のものだった。安定的なな じみある生産から切 り離されて,不

安定で新 しい生産に,《 よく分か らないまま》 ほうりこまれることにな る。 これが 《国民的経

験》の体系化を妨げ,分 断 し,教 育課程に無理をもちこんでいる。抽象化された教育課程と新産

業構造をっなぐ無理の最たるものが試験制度であったといえるのではないか(ai>。湾岸戦争に対す

る子どもたちの 《無関心》 も,定 期試験,受 験といったものへの過度の関心がまねいていた。そ

して経済政策から教育政策が分離 し,自 立的な形態をとることでその分離は加速 した。

それで も,や はり生産と産業か ら 《遊離》 しているだけでは社会の存続はできず,何 らかの形

態をもった生産との関連がっ くられる。 それは産業構造再編の動揺の瞬間瞬間に,《 国民的経

験》との関連の回復を要求する。先ほど述べた戦後日本の諸計画もそのような間欠泉の噴出 した

時期だったといえる。また,デSイ の1890年 代の,学 校への仕事の導入もそうであった。 この

導入は 「顕著な傾向」であったが,生 徒たちの心を生 き生 きととらえるということに 「やってみ

てから気がっいた」のであり(42),その意味の探究が,『民主主義と教育」に結実 してい く。
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デ ュ ー イ の オ キ ュ ペ ー シ ョ ンは,生 活 と学 習 の方 法 で あ る(A3)。同時 にそ れ は連 関 を も って個 別

教科 を分 化 し・ ま た そ の 中心 を に な う もの で もあ った(44)O教 科 と は こ こか ら生 成 して く る もの・

本格 的 に は これ か ら生 成 す る もの で あ る。 《国 民 的経 験 》 の 再 構 成 の 過 程 で・ 相 対 的 に安 定 した

系統 と い う もの が 取 り出 せ・ そ れ が学 校 を媒 介 と して・ 教 科 に時 間 を か けて 形 態 化 す る。

生 活 科 の 導入,総 合学 習化 な ど は,今 日的段 階 で の新 た な 《教 科 》 の生 成 の 可 能 性 を も って い

る とい え る(45)。既 成 の教 育課 程 は変 容 せ ざ るを え な いが,そ れ を,《 国 民 的経 験 》 の教 育 課 程化,

本 格 的 な 《国民 的経 験》 の再 構 成 とい う大 きな文 脈 に位 置 づ け る こと が 《教 育 改 革 》 の 実 質 的 内

容 とな る。

3教 育課 程 論 の新 しい カ テ ゴ リー

教育 内容 の さ ま ざ まな 《断 片(か け ら)》 が 活 性化 し,《 国 民 的 経 験 》 と して 教 育課 程 化 す る構

造 を考 え る に は さ らに新 しい カ テ ゴ リーが 必 要 で あ る。

教育 課 程 は計 画 と して の完 結 性 とと もに,《 非 完結 性 》 を もっ。 これ は 《再 会 合 性 》 を 教 育 課

程 内部 だ け で な く,外 部 と も,場 所 的 ・時 間 的 に もつ 。 教 育 内 容 と は何 度 も再 会 し,《 国 民 的 経

験》 を共 作 して い く。 前 進 す る と と も に基 礎 を 再 構成 しつ っ,後 退 す る道筋 を と る。

内容 は 《ま と ま り》 と と も に 《断 片 性 》 が あ るが,こ れ は,下 向 して 具体 的 内容 と 《会 合 》 し

てそ れ に支 え られ る か,上 向 して 抽 象 的 概 念 と 《会 合 》 して 概 念体 系 に位 置 つ くか して連 関 を っ

くり,新 た な ま と ま りを 構 成 す る。

教 育 内 容 の 過 密 化 を防 ぐ計 画 と して,学 校 外 で,あ る い は将 来 に,《 会 合 》 の 可 能 性 が あ る な

らそれ にゆ だ ね て,教 育課 程 上 は 《ス キ ッ プ》 す る よ うに す る。 さ らに 《会 合 》 の機 会 が 増 大 す

るよ うな社 会 計 画 を 構 想 して い く。 これ は発 達 のdevelopmentを 主 軸 に す る こ と で,人 間 本 性

に基 づ く民 主 的社 会 の 建設 とい う方 向 を もっ。 学 校 は学 校 経 験 と い う独 自 の価 値 を に な う存 在 に

な る。

客 体 と して の教 育 内容 は,学 問的 体 系 化 の作 用 を加 え られ るが,学 問,教 育 内 容,教 育 方 法 の

そ れぞ れ で,そ して そ れ らの 間 で デ カ ラー ジュ を生 じ,固 定 化 しな い。 ゆえ に統 合性 は,客 体 の

側 だ け で は完 結 で きず,社 会 的分 有 に基 づ く,個 人 の 《カ リキ ュ ラ ム ・リテ ラ シ ー(curriculum

literacy)》 で 補 完 され る。 この 《カ リキ ュ ラム ・リテ ラ シー 》 は,既 存 の教 育 課 程 の 教 育 課 程

的意 図性 を吸 収 しな が ら も,そ れ を手 段 と して 活 用 して い く こ とに な る。 専 門家 集 団 で あ る教 師

の参 画 す る教 育 課 程 は,子 ど もの主 体 性 と完 全 に一致 は しな い。 教 師 の 側 は,自 己 の教 育 課 程 編

成操 作 を,子 ど もの参 加 と い う操 作 を考 慮 す る こ とで伝 授 し,教 師 の 《カ リキ ュ ラ ム ・ リテ ラ

シー》 を子 ど もの 《カ リキ ュ ラ ム ・リテ ラ シ ー》 に転 化 させ っ っ,社 会 計 画 と して の 《カ リキ ュ

ラ ム'リ テ ラシ ー》 に高 めて い くこ と に な る。
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以 上 の よ うな カ テ ゴ リーを 使 う こ とで,教 育 課 程 化 の 構造 の探 究 の 手 が か りが で き ると と もに,

《国 民 的 経 験 》 か ら,直 線 的 ・直 接 的 に固 定化 され た の で はな い,多 様 性 を も って社 会 に開 か れ

た教 育 課 程 を編 成 して い くこ とが で き る。

お わ り に

以上,湾 岸戦 争 の教 育 課 程 に た いす る 《シ ョ ック》 を分 析 し,湾 岸 戦 争 と い う 《断 片 》 を 構 造

化 しよ う と した と きに観 察 で きた こと を 《国 民 的 経 験 》 の教 育 課 程 化 に拡 張 して,必 要 な カ テ ゴ

リー を提 案 して きた。

教 育 課 程 化 の構 造 につ いて,さ ま ざ ま な角 度 か ら少 しづ っ っ っ いた と い うか ん じだ が,現 段 階

で は,こ の よ うな不 十 分 な作 業 を と もか くす す め,そ こで 観 察 され る こ とを 蓄積 して い く しか な

いo

今 後,こ れ らの 研 究 を 具 体 化 す るに は,既 成 の 「教 育 課 程」 の な か の 教育 内容 の 《か け ら》 に

対 して,《 国民 的経 験 》 にっ なが る事 件 の波 をぶ っ けて,活 性 化 し,現 実 の 中 に連 関 を っ け て い

く。 そ れ を 《カ リキ ュ ラ ム ・ リテ ラ シー 》 の 自覚 を広 げ る こ とに よ って,単 元 化,教 科 化 す る試

案 を作成 して 教 育 的 実 験 を して い く方 向 が あ る。 そ の 際,発 達 の構 造 を探 究 す る こ とが,全 体 の

構 造 を考 え る有 効 な 方 法 で あ る こ とが強 く示 唆 され た㈹ 。

注

(1)教 師 が教育課程 を意識 しに くい状況 につ いて は,天 野正輝 「教育課程の理論 と実践』樹村房,1993年

pp.13-14,参 照。教育課程 を国民的 に編成す るという経験 はまだもって いない。

(2)カ リキュ ラムをあ ぐる諸概念 ・カテゴ リーは充分検討 されて いるとはいえ ない状況だが,さ しあ た り

この小論 では,《 カ リキュラム》 を,世 代間 の社会的 な経験伝達 と広 くお さえ,《 教育課 程》 は,そ れを

母体 に,学 校 において,意 識的 に再構成 された もの,と お さえてお く。 さ しあた り,「教 育課程 とは,学

校教育 の目的を達成す るため に,文 化的領域か ら選択 した内容を,児 童生 徒の心 身の発達 に応 じて,授

業時数 との関連 にお いて組 織 ・配列 された学校の教育 内容の全体計画であ る。」(同,「 教 育 課程 の理 論

と実践』,p。5)の 定義でお さえてお く。

(3)デ ューイ 「民主主義 と教育 』で は,カ テ ゴ リーを体 系的に吟味 してい るということをすで に しあ した

(拙稿,「 デューイ 「民主主 義 と教 育』 の体系 と方法 一 《現実》 の分析に基 づ く 《体系 》 一 」,京 都

大学教 育学部紀要第42号,1996年)。 この体 系的カテ ゴ リー群を活 用 しっっ,日 本 の現 実 に適用 し,教

育課程 論 と して理論 化するには,さ らにカテ ゴ リーを増 やす必要 があ る。

(4}萩 村 一美編集 『湾岸戦争 一 新 聞報道 の記録 一(上)(下)』 ニホ ン ・ミック,1991年8月 。

(5)毎 日新聞1991年1月27日 ・28日付 け記事(同,p.384-386)な ど参照。
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⑥ ゼ ミグループの作業の なかでの・神 田直倫 によるかつての同僚教師に対す る聞 き取 り調査 に もこの状

況 はみ られ た。

(7)湾 岸戦争開戦 と関係な く学校生活が続 いたという意見がゼ ミででた。 時期的に は,学 年末 試 験,も し

くは受験直前であ った。 これ ほどの大 きな出来事(事 件)に 対 して も揺 らがない既成 の 「教 育 課程 」 の

慣性力,強 固性を示 して いるともいえ る。

⑧ 教育委員会が湾岸戦争 に関す る授業や とり くみの調査(中 立性 な ど)を はじあたほ どだった。 生徒 に

ょる授業ボイ コッ ト決議 もあ った。朝 日新聞1991年2月1日 付 け記事 ・毎 日新聞1991年2月11日 付 け記

事 ・大分合同新聞1991年1月31日 付 け記 事,前 出,「湾岸戦争(上)』,..390-391。

(g)石 田和男 ・坂元忠 芳 ・佐貫浩編著 『湾岸戦争 と教育』桐書房,1991年,p,3。

⑩ 同,P.3。

aUJohnDewey,"SchoolandSociety",1899,ThemiddleworksofJohnDewey,vol1,South-

ernIllinoisUniversityPress,1976,p.10.デ ューイ(宮 原誠一訳)『 学校 と社会」岩波書店,1957年

p.250

働Dewey,"DemocracyandEducation",1916,ThemiddleworksofJohnDewey,vol9,South-

ernIllinoisUniversityPress,1985,p.47.デ ューイ(松 野安男訳)『 民主主 義 と教育(上)」 岩波 書

店,1975年,p.76。 訳 は変 えて ある。

⑱Ibid,p.159.同,p.243。

αO教 育基本法第2条 で 「教育の 目的 は,あ らゆ る機会に,あ らゆ る場 所において実 現 されな け れば な ら

ない」 といわれて いるなかの,《 汎機会性》,《汎場所性》 は,教 育課程 論 の立 場か ら もっと注 目 されて

よい。汎機会性,汎 場所性 とい う広 さと深 さを もっ経験,す なわち 《国民 的経験》 が設定 され な い と,

この条文は具体性を もてない。

㈲ 「デューイ」「経験」 と並べ ると条件反射のよ うに 「はいまわ る経験主義 」のよ うな論評 があ るが,こ

のよ うな とらえ方は第二次 的経験 を科学 ととらえてい くデューイの見解 を知 らない ものである。

a⑤ 湾岸戦争 も第二次世 界大戦 の継続経験 として,《一連》 のものと して と らえ て意 味 が は っき り して く

る。それ と関連 して 《国民 的経験》 全体 が,デ ューイのい う成長が 目的であるという ことの方 向,開 発

と発達 のふたっのdevelopmentの 統一 という方向ですすん で きている。

⑭ 「民 主主義 とは社会 を一つ の生 き物 として完成す る方法」というほどの広 さをもつ(栗 田修 『デ ュー イ

教 育学 の特質 とその思想史 的背景』晃洋書房,1997年,p.68)。

q⑳ これはデューイが 「民主主義 と教育』 の第3部 の第18章 か ら第23章 までで扱 って いるテーマで ある。

⑲ ア ・プ リオ リ性 とい うカテゴ リーの導入。

⑫① いわゆる ヒ ドゥンカ リキュラムは,既 成 の教育課程か ら,そ れが隠 した ものを探究 して い く とい う方

向の研究 だが,教 育課程の範囲で考察 した結果を単純に社会に拡張す る方 法で は,《 国 民的経 験 》 の教

育課程化 をゆが める否定的 なものは見っ け られて も,《国民的経 験》が教 育課 程化 す る肯定 的 な ものを

発見で きないという方法の限界があ る。否定的 なものを本性 と誤認 す ると教育課程 の否 定にな る。

⑳ 個別の教材 化を はか ると,す ぐ教育内容の過 密化がお こる。 これが とくにヘルバル トか らデ ュー イの

流れを含む,近 代教育学の ひとっの テーマだ ったのだが,戦 後 日本 ではそれが忘却 され,分 立 す る教 科
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別枠組 が過密化 を うむという制度的悪循環 にある。

⑳ 《国民的経験》 を人類史的 に位置づ ければ,戦 争 という経験を概括 し,シ ンプルにみ るこ とも可 能 で

ある。例え ば,太 田秀通 「史学概論』学生社,1965年,pp.210-213。 これ まで の科学 の概 括性(近 道

づ くり)を 活か しつつ,そ れを今回取 り上げた方法 と総合 してい くことは今後 の課題 である。

㈱ ピアジェ(滝 沢武久訳)「 思 考の心理学』みすず書房,1968年,p.187。

⑫の 同,..。

⑳ 田中昌人 『人間発達の理論」 青木書店,1987年,p.103。 また,京 都教 職員 組合 養護 教員 部編 「田中

昌人 子 どもの発達 と健康教育③』 か もがわ出版,1988年,「16生 後第4の 新 しい発達 の力 の誕生 と健

康教育 」,pp.27-94。 「階層 一段 階理論」 か らみると,本 論 の発達 の とらえ方 は単純かつ一面的 で あ る。

㈱ 「……明恵,一 休,蓮 如 の一念発起 もそ うですが,時 代 を反映す る中 で立志 を今 よ りも高 く越 え た と

ころに描 くことは この年齢 頃の一っ の特徴 で もあるよ うです。 そのような志 を通常,『 青 雲 の志』 とい

います が,正 にそれが発生 して きているといえ ま しょう」(人 間発達 研究 所 「人 間発 達研 究所 通信 』,

Vo1.11(5,6),Na62,63合 併号,1996年8月,p.5)と いう田中昌人の言及があ る。

⑫η 「私 たちが強 く願 って いた とおり,湾 岸戦争 は停戦 とな りま した。卒業 まであ と20日 とい う日で した。

私た ちは教科書 に書かれた歴史で はな く,今 生 きて動 いてい る歴史を学び ました。 今を生 きて い る私 た

ちこそ が歴史を作 ってい くのだ ということを実感 しま した。」(石 川中学校第8期 生 「別 れの言 葉」),箱

崎作次 「教室か ら世界へ 一 平和の メッセー ジを送 る」,前 出,「 湾岸戦争 と教育』,p.197。

⑱ カ ン ト(ImmanuelKant1724-1804)の 「彼等[形 而上学 の研究 に価値 を認あ るほどの人達]の 仕事

をひ とまず中止 して,こ れまで為 されて きた一切 の ことを,為 されなか った もの と見 な し,何 よ りもま

ず 「い ったい形 而上 学のよ うな ものは可能 であるのかど うか』 とい う問いを提起す る ことが是 非 と も必

要 だ」(カ ン ト,篠 田英雄訳,「 プ ロレゴメナ』岩波書店,1997年,p.10)と い うときの方 法 の発達 論的

再解釈 と適用。

㈱ 例 えば,ピ ースボー ト編 「子 ど もたちの湾岸戦争』新興 出版社,1991年 など参照。

6① 前 出,「 湾岸戦争 と教育」,p.219。

pl)田 畑茂 二郎 ・石本泰雄編 『国際法 第3版 』有信堂,1996年,pp.283-286。

⑳ 松井 芳郎 「湾岸戦争 と国際連合』 日本評論社,1993年,ほ か参照。

G33)こ の観点 で,マ スコ ミの情報提供過程 の分析 などが必要 となる。 またゼ ミのグル ープでみ たか ぎ り,

この方 向での自覚的 な実践 はみ られ なか った。結果 と してそ ういう要素が生 まれた にせ よ,教 師 は議 論

が活発 だ ったことの感激に とどまって いる。 ここに戦後の平和教育の弱 さが あるので はな いだ ろうか。

eoた ん に戦争の悲惨 さを教 え るだ けでな く,武 力 によ らない平 和を現実的 に建設す ることを教 え る平 和

教育を,《 平和建設教育》 として区別す る必要があ るので はないか。

㈹ ゼ ミで の議論を考慮 した,グ ル ープの レジュメを もとにま とめた。

a6)ピ アジェ(秋 枝茂夫訳)『 ピアジェ 教育 の未来」 法政大学 出版 局,1982年,p.55。

⑳ 相 関の法則な どを参考に,教 科 の生成 の論理 を今後考 えてい く必要 があ る。井尻正二 「人体 の矛 盾

人 と文明2』 築地書 館,1968年 や,前 出,「学校 と社会』第3章 参照。進化論 の教育課程論 への適用。

6㊥ 宮原 誠一 「宮 原誠 一教育論集 第1巻 』 国土社,1976年,pp,193-211。
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㈹ 「朝鮮戦争 の勃発(五 十年),特 需経 済,産 業教育振興法 の公布(五 一年)と いうよ うな一 連 の で きご

とを背景 として,生 産主義教育論議 がさかんにな り,一 九五ニ ー五三年 は,生 産主義教育論 争 が はなぱ

な しくお こなわれた年 であ った。 その後 は しか し,散 発的 に論 じられ る といったふ うで,せ っか くたか

ま って きた論争 も尻切れ トンボの感 なきをえない。」(船 山謙次 「戦後 日本教育論争史』東洋館 出版 社,

1958年,pp,239-240)

㈹ 教育課程 の 《抽象化》 も新 しいカテゴ リーで ある。悪 い意味を くぐって,さ らに今後の可能 性 を考 え

て い く時 に必要で ある。な じみあ る習慣か らな じみ のな い習慣へ分離す るとい う面 と,な じみ あ る習慣

か らな じみのな い知性(科 学)へ 分離す るという面が二重 に展開す る。 「私 た ちの科学 は,労 働 の過程

に深 く根をお ろ してい る。 しか も,そ の土壌 であ る直接的な労働か ら切 り離されることがこの発展にとっ

て必然的な歩みで もあ った。」(勝 田守一 『能 力 と発達 と学 習」 国土社,1990年,p,176)。 切 断 した うえ

での独自性 の把握 と,再 総 合。

ω 天野正輝 「教育評価史研究』東信堂,1993年,PP・47-50。 無理 を保存 し拡大 す る方向 で社 会構 造 自

体が変化 してきた ともいえる。

㈱Dewey,"SchoolandSociety",op,cit,p.9.前 出,『 学校 と社会」,p.23。

⑬Ibid,p.10.同,pp.24-25。

㈹2階 建て の学校概念 モデル参照。Ibid,p.45,49,52.同,p.80,85,91。

㈲ 技術 ・家庭科 は,生 産 との連関を もった,オ キュペ ーシ ョンにもっとも近い ものであ った とい え る。

1995年 度のサ ブゼ ミ,技 術 ・家庭科 グル ープで は,技 術 ・家庭科 のオキ ュペー ションとして の可 能性 を

探究 したのであ るが,結 果 はむ しろ反 オキ ュペー シ ョン化,す なわち罎小 化の過程 であ った。 メ ンバ ー

は,冨 永訓志,河 原紀子,高 木郁子(い ずれ も当時修士課程1年)そ して私(当 時博士後期課程2年)。

1995年11月21日 の グループの発表 では,「 中産審第一次建議(1953年)前 後 にお け る 《総合 技 術教 育》

の 《技術 ・家庭科》 への抽象化=媛 小化過程 一 技術 ・家庭科 における教科論 一 」 とい うテー マで報

告 した。構成 は以下 のとお り。「1,中 産 審第 一一次 建議 を め ぐる問題 意識 の ア ウ トライ ンと作業仮 説

(加藤)。2,中 産審第一次建議 のカ リキュラムへの具体化の2っ の方向,① 生産教育論の概略(高 木),

②中産審第一次建議 の内容(河 原),③ 生産教育論 のカ リキュラムと して の,職 業 教育 研究会 試 案 とそ

の特質(高 木),④ 第一次建議の否定 と しての,第 二次建議(カ リキ ュラム)と 学 習指導要領(河 原),

⑤両者の比較 と検討 一 倭小化過程の例。3,総 合技術教育 と,デ ュー イのオキ ュペー シ ョンか らみ た

技術 ・家庭科(60年 代教育 論の位 置づけなお し)(冨 永 ・加 藤)。」 この発表 の ほか に も,技 術 ・家 庭科

が教科 の レベルだけでな く,科 目など,レ ベルの上下 を含 む位 置づけの変動 を している ことや,技 術科

と家庭科 の内部要素 の対立 と統合 の関係 の変動 を している ことか ら,教 科枠組 の不安定性 お よび その要

因などにっいて も学 べた。

㈲B部 門の課題演習,い わゆる 「本 ゼ ミ」 は火曜 日に行 われ ている。1995年 度 は,総 合 テーマを 「教 科

論」 と し,技 術 ・家庭科 グループ,総 合学習 グループ,教 科の国際比較 グループの3グ ル ープ に分 かれ

て作業 をすす めた。2年 目の1996年 度 には,総 合 テーマを,「 教科再編の現状 と再編 原理の探 究(仮 題)」

と して,前 期 は,「新 しい学力観」をめ ぐる諸問題の学習やそ こでの諸概 念 の吟味 を行 い,後 期 は,教

育指導研究室 と教育課程研 究室の グループに分 かれて,個 別 の研究 テーマでの学習 ・研究 を行 った。 そ
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の結果,全 体 テーマを 「発達 を基礎 と した教科再編 一 発達保障論を基礎 と した教科編成を考え る 一 」

と し,そ の もとで,指 導研 グル ープは,「小学校中学年 にお ける社会認識の発達 と社会科」,課程研 グルー

プは,「 中学2年 にお ける湾岸戦争 と教科 一 《国民的経験》 と 《カ リキ ュラム》 一 」 とい う個別テー

マを設定す るに至 った。

なお,こ の小論 は,1996年 度B部 門本 ゼ ミのサ ブゼ ミである 「湾岸戦争 と教科」 グルー プの研究 の一

部を私の責任で再 構成 し,さ らに展開 した ものである。 グループの構成員 は,藤 本和久(当 時修 士 課程

1年),神 田直倫(当 時学部編入3回 生),そ して私(当 時博士後期課程3年)の3名 。1996年11月12日

にゼ ミで 「中学2年 生 における,湾 岸戦争 と教科 一 《国民 的経験》 と 《カ リキュラム》 一 」 とい う

テーマで研究経過報告 を行 った。

(教 育 学 部 助 手)
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